
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５回 

ＯＤＲ推進検討会 

議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和３年１０月２６日（火）  自 午後 ４時００分 

                       至 午後 ５時３３分 

 

第２ 場 所  東京地方検察庁４階 ４Ａ会議室 

 

第３ 議 題  １．開会 

        ２．ＡＤＲ法の規律等の見直しに関する取りまとめに向けた検討について 

        ３．ＯＤＲの推進に関する基本方針（素案）について 

        ４．閉会 

 

第４ 議 事 （次のとおり） 
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議        事 

 

○渡邊参事官 それでは、定刻となりましたので、第１５回ＯＤＲ推進検討会を開会させてい

ただきます。 

  今回も多くの方にウェブ会議により会議に参加していただき、ありがとうございます。 

  この会議での発言方法につきましては、これまでと同様に挙手機能等を活用していただけ

ればと思います。 

  それでは、垣内座長、よろしくお願いいたします。 

○垣内座長 それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

  本日もお忙しい中御出席くださいまして、誠にありがとうございます。 

  では、まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○渡邊参事官 本日の資料は、資料１から資料３までの３点となります。 

  資料１は「ＡＤＲ法の規律等の見直しに関する取りまとめに向けた検討」と題するもの、

資料２は「ＯＤＲの推進に関する基本方針（素案）」と題するもの、資料３は「ＯＤＲプラ

ットフォームへのアクセス」と題する渡邊委員提出のものでございます。 

  以上でございます。 

○垣内座長 それでは、まず、議事次第の２に入ります前に、今回渡邊委員から資料を御提供

いただいておりますので、それについて御紹介を頂きたいと思います。 

  渡邊委員、よろしくお願いいたします。 

○渡邊委員 よろしくお願いいたします。 

  では、説明をさせていただきます。 

  前回の検討会だったと思いますが、質問を頂きまして、諸外国において、スマートフォン

からＯＤＲのプラットフォームへのアクセスの割合がどの程度かということがございました

ので、それについて調べたものをまとめたものになります。 

  まず、１ページ目のはじめにを御覧いただきたいのですが、今回の資料の情報は、ＯＤＲ

のシステムプロバイダーであるマッターホルンの協力により作成したものとなります。同社

は、これまでの検討会でも、私の発表の中で度々紹介をさせていただいておりますが、主に

裁判所に技術提供している会社になります。 

  今回の御質問の内容にございました、デバイス別のプラットフォームへのアクセスという

ところが２番になるのですが、こちらを御覧いただけますでしょうか。 

  ２ページ目を御覧ください。 

  まず、一番上の方にグラフが入っているのですが、モバイルデバイスからのアクセスは５

０％を超えていることが分かります。これは、マッターホルンの担当者の方によると、２０

１８年までのデータを集計したものだそうですが、それ以降も、これと同じような傾向は特

に変わっていない、モバイルが大体５割以上を占めているという傾向は変わっていないとい

うことです。また、場所によってはというのは、裁判所の拠点によっては、モバイル、スマ

ートフォンからのアクセスは７割以上になるとのことでした。 

  ほかの国の方にも同じような質問をしてみたのですが、大体５割から７割ぐらいの数字を

お示しいただく例が多かったように思っております。 

  ただ、注意点としましては、事案が複雑になればなるほど、やはりデスクトップパソコン
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ですとかラップトップパソコン、画面の大きいデバイスを使用した方が、ＯＤＲのプロセス

を進めやすいという状況は共通してあるようですので、ＯＤＲのプラットフォーム上で扱う

紛争の類型ですとか、あとは提供するサービスの複雑さ、デザインとか、そういったものに

よって、モバイルのアクセスの割合が変わるものと予測ができます。 

  続きまして、これは御質問いただいたところではないのですが、３ページ目を御覧いただ

きますと、ＯＤＲプラットフォームへのアクセスという点から、どのようなところからプラ

ットフォームにアクセスされているかというデータも頂きましたので、併せて御紹介してい

るものになります。 

  こちらを見ていただきますと、マッターホルンの拠点があるのはミシガン州のデトロイト

の近郊になるわけですけれども、やはりミシガン州を中心に周りの州からも多くアクセスさ

れているデータが示されているものになります。 

  次のページにいっていただきますと、さらに地図を拡大したものになりまして、図２が全

米からアクセスがされている状況が示されている地図になります。やはりデトロイトという

のは国際都市ですので、西海岸の、例えば、ロスアンゼルスですとかサンフランシスコ、あ

とボストン、ニューヨークといった大都市からも、ＯＤＲプラットフォームへアクセスされ

ていることが示されています。 

  あわせて、こちらも質問いただいていた内容ではないのですが、４ページ目の下にあるの

が年齢別のアクセスということで、特にＯＤＲでは、デジタル・ディバイドの問題も懸念事

項として示されることが多いのですが、もちろん若い２５歳から５４歳ぐらいまでの方が多

いのは、データを見ていただくと分かるとおりです。とはいっても、６５歳以上の方もアク

セスをしていないというわけではございませんので、使い勝手のよいプラットフォームのデ

ザインの在り方というのは、今後も検討されていくべきではないかなと、このデータを見て

考えていたところでございます。 

  簡単ではございますが、資料３の説明といたしましては以上となります。 

○垣内座長 渡邊委員、どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、御質問あるいは御意見などある方がおられ

ましたら、御発言を頂ければと思います。いかがでしょうか。 

  佐成委員、お願いいたします。 

○佐成委員 御説明ありがとうございました。 

  まず１点は、これは、マッターホルンさんのデータの中で、こういったような５割を超え

るモバイルデバイスが使われているという、そういうことでございますよね。 

○渡邊委員 はい、そのとおりです。 

○佐成委員 それで、御質問は、一応これ、３ページ、４ページに非常に空間的な広がりとい

いますか、地域別のプラットフォームへのアクセスということが書かれてあるので、お聞き

したいと思ったのですけれども、これ、結構全米に広がっているようですけれども、海外と

かそういったところからのアクセスというのはあるのでしょうか。もしお分かりになれば       

で結構ですので、その辺りはどうでしょうか。 

  英米圏では、例えば、英語を使った渉外取引・国際取引というのは結構あるでしょうから、

当然そういった利用なんかもあるのかなと思って、ちょっとお聞きしたのですけれども、も

しお分かりになればということで教えていただければと思います。 
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○渡邊委員 マッターホルンの方には、特に海外からのアクセスについては私の方から質問を

しておりませんので、実態としてどのようになっているのか分からないので、追加で先方に

質問してみようとは思うのですけれども、州裁判所が提供するＯＤＲプラットフォームでは

あるので、ドメスティックなケースが多いのかなとは推測はしています。ただ、やはり旅行

先からアクセスするとか、そういったことはもちろん十分に考え得るのではないかなと。私

の予想の回答になってしまって恐縮ですけれども、そのような状況かなと思っております。 

○佐成委員 お聞きしたのは、今のような旅行者のみならず、通常のＡＤＲとは違って、ＯＤ

Ｒはオンラインでやるという特性を考えると、かなり空間的な広がりが、国というレベルを

超える可能性があり得るなとちょっと思ったものですから、それでお聞きしたということで

す。 

  以上です。 

○渡邊委員 ありがとうございます。その点からで言いますと、今回マッターホルンに質問を

しているのですが、例えば、ＩＣＣですとかＡＡＡですとかＪＡＭＳですとか、そういった

国際仲裁、国際調停を扱っているようなところの方にお聞きすると、より正確な情報が得ら

れるのではないかなとは思いました。 

  以上となります。 

○佐成委員 ありがとうございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

  今回、デトロイトの裁判所についてのアクセスということで、地理的にはカナダとかも割

と近そうですので、そういった辺りからのアクセスということも、アメリカ合衆国外という

ことでは、もしかしたらあるのかなという想像もいたしましたけれども、今回はお尋ねには

なっていないということですので、また、何か別の機会にでも。 

○渡邊委員 すみません、垣内座長、発言中ちょっと失礼いたします。 

  ３ページのデトロイトの地図の右の上の方に、カナダと四角を書いてあるところがありま

して、この辺、カナダと近いので一緒に入れてしまったのですが、カナダからも、アクセス

はありますので、外国からのアクセスという意味で言うと、カナダからもあると言って間違

いないかと思います。 

○垣内座長 分かりました。どうもありがとうございます。 

○渡邊委員 失礼いたしました、説明が不足していました。申し訳ございません。 

○垣内座長 そうしましたら、この点については以上とさせていただきまして、先に進ませて

いただきたいと思います。 

  渡邊先生、どうもありがとうございました。 

○渡邊委員 ありがとうございました。 

○垣内座長 議事次第で申しますと２のところになりまして、ＡＤＲ法の規律等の見直しに関

する取りまとめに向けた検討についてというところに入りたいと思います。 

  それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○渡邊参事官 それでは、資料１を御覧ください。 

  資料１は、これまでのＡＤＲ法の規律等の見直しに関する本検討会での御議論を踏まえま

して、事務局において規律やガイドラインの見直しの案を提案するものでございます。 
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  まず、第１は、認証紛争解決事業者による情報提供義務の在り方、具体的には、ＡＤＲ法

第１１条第２項の規律の見直しに関するものとなります。 

  検討会におきましては、認証紛争解決事業者に対し、一律に事務所での掲示を義務付ける

現行のＡＤＲ法第１１条第２項の規律の見直しの必要があるということで、意見の一致を見

たところでございます。 

  新たな規律の内容としては、事務所における掲示又はインターネットの利用その他の方法

による公表を義務付けると、そういう規律を設けるべきとの考え方を支持する御意見が多数

でしたので、そのような案を提案しております。 

  次いで、第２は、契約締結前の説明義務の在り方、具体的には、ＡＤＲ法第１４条のガイ

ドラインの見直しに関するものでございます。 

  本検討会におきましては、主にチャット型のＯＤＲを念頭に置きつつ、ＡＤＲ法第１４条

の下で情報通信技術を活用した説明方法として、どのような方法が許容されるべきかが議論

されました。議論の結果、当事者が説明事項を閲覧して理解した旨の確認をしない限り、手

続実施契約の締結をすることができないものとすること、また、質問を希望する当事者が容

易に問い合わせることができ、その回答が速やかに得られる環境が整えられていること、こ

うした要件を満たす方法であれば、チャット、動画やウェブサイトの閲覧、あるいはこれら

を組み合わせた方法によるものであっても、ＡＤＲ法第１４条の趣旨に沿う説明として許容

されるのではないかとの意見が大勢を占めたように思われます。 

  なお、ＡＤＲ法第１４条は、書面の交付又は電磁的記録の提供をした上での説明を求めて

おりますけれども、その趣旨には、事後的に説明事項を確認することを可能にすることで、

二次的な紛争の発生を未然に防止するということもあると考えられます。そのような趣旨か

らしますと、説明時には、別途の書面の交付又は電磁的記録の提供が予定されていないとし

ても、後に書面の交付又は電磁的記録の提供がされるまでの間、認証紛争解決事業者におき

まして、説明に用いられた電磁的記録が適切に保存され、当事者において、これを容易に閲

覧することができるような環境が整えられているのであれば、ＡＤＲ法第１４条の説明が行

われたものと評価することができるのでないかと考えられます。 

  以上を踏まえまして、ＡＤＲ法第１４条のガイドラインの改正案を提案させていただきま

した。 

  続きまして、第３は、ＯＤＲを実施する際のセキュリティに関する規律の見直しに関する

ものとなります。 

  まず、本検討会では、ＯＤＲの適正な実施のためのセキュリティのあるべき姿について議

論が行われまして、これに関する現行の規律、具体的にはＡＤＲ法第６条第６号、第１１号、

第１４号、第１６条の規律の見直しの要否について議論が行われましたが、これらの規律の

見直しまでは必要ないことで意見の一致を見ました。また、これらの規律に関する現行のガ

イドラインにつきましても、現在の情報通信技術の進展状況、活用状況やこれらに伴う情報

セキュリティ上の問題を踏まえつつ、見直しの要否等の検討が行われました。 

  まず、秘密保持に関するＡＤＲ法第６条第１１号及び第１４号のガイドラインにつきまし

ては、本検討会では具体的な取扱い又は措置の内容を記載することは、現実的ではなく、相

当でもないものの、抽象的なものであれ、情報セキュリティ確保の観点からは、一定の措置

を講ずる必要がある旨を明記することが望ましいとの意見が大勢を占めたように思われます。
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そこで、現行のガイドラインに、業務に情報通信技術を利用する場合には、ウイルス感染、

不正侵入等による情報漏えいのリスクがあることに留意すべきことを、注意的な記載として

加えることを提案しております。 

  次に、提出された資料の保管等に関するＡＤＲ法第６条第１０号につきましては、現行の

ガイドラインが紙媒体の保管等を念頭に置いた例示しかないことから、提出された資料が電

磁的記録である場合について、一般的に想定される保管管理の方法を、例示としてガイドラ

インに追加することを提案するものでございます。 

  最後になりますが、ＡＤＲ法第６条柱書につきましては、情報通信技術を活用した民間紛

争解決手続の業務を、ＡＤＲ法第６条の基準に適合させつつ行うには、その前提として、そ

の業務の内容に応じた情報セキュリティ対策を講ずる上で必要となる知識及び能力も求めら

れることとなることから、そのことを注意的に記載することを提案するものとなります。 

  続きまして、第４は、チャット型ＯＤＲにおける本人確認の在り方に関するものとなりま

す。 

  チャット型ＯＤＲにおきましては、替え玉を用意することなく、一人二役を演ずることが

可能であり、他人が当事者に成り済ますおそれがあるなど、非対面手続に特有の新たな問題

点もありまして、こうした問題点を踏まえつつ、適切に本人確認を行うための方策について

検討が行われました。本検討会では、本人確認の方法、時期、程度につきまして、検討結果

記載のとおりのような御意見を始めとしまして、幅広い観点から様々な御意見を頂戴したと

ころでございます。 

  以上のような議論状況に加えまして、現在チャット型ＯＤＲは実例に乏しいという状況に

ございます。このように実務の確立しない現状において、一定の結論を得るのはなかなか困

難ではないかと考えられることから、今後の実務の運用状況を踏まえつつ、引き続きの検討

課題とすることを提案する次第でございます。 

  説明は以上となりますけれども、このガイドラインの改正案につきましては、本検討会で

の取りまとめがされ次第、パブリックコメントの手続に進めていく予定としております。 

  事務局からは以上となります。 

○垣内座長 御説明ありがとうございました。 

  大きく分けて４点あるということで、１点目は情報提供義務、これは掲示の問題、２点目

は契約締結前の説明義務の問題、３点目はセキュリティに関する規律の問題、そして４点目

としましては、チャット型のＯＤＲにおける本人確認に関する問題ということで、このうち

最初のものについては法律の改正、２番目と３番目のものについてガイドラインの手直し、

そして最後のものについては引き続き検討ということで、資料がまとめられているというこ

とですけれども、ただいまの説明を踏まえまして、御質問あるいは御意見のある方がおられ

ましたら、発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

  佐成委員、お願いいたします。 

○佐成委員 １点確認で、これはパブリックコメントに掛けるということでございますので、

今日の資料１というのは、言わば補足説明、パブリックコメントの際の補足説明のたたき台

という、そういう理解でよろしいのかどうかというのを念のため確認したいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○垣内座長 では、事務局からお願いいたします。 
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○渡邊参事官 そのような御理解でよろしいかと存じます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  ということですが、いかがでしょうか。佐成委員、続けて御発言があればお願いしたいと

思いますけれども。 

○佐成委員 いえ、特にございません。ありがとうございます。 

○垣内座長 それでは、ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

  山田委員、お願いいたします。 

○山田委員 ありがとうございます。 

  この第１のＡＤＲ法１１条２項の件ですけれども、実質において全く異論はないのですけ

れども、書きぶりとして、「又はインターネットの利用その他の方法により公表」というこ

とになっておりまして、このその他の方法であっても、公表の名に値するものであるという

ことはもちろんそのとおりですけれども、その他の適切な方法とか、そういった文言を入れ

た方が、より確実かなという感じがしたのですけれども、もしよろしければ、ちょっと御検

討いただければと思います。 

  以上です。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  これは、資料にも引用されている１１条２項の２行目に、「法務省令で定めるところによ

り」とありますけれども、その他の方法についても、法務省令で定めるという理解でよろし

いでしょうか。 

○豊澤部付 そうですね、御指摘のとおりです。 

○垣内座長 そのことを前提として、法律の条文の文言として、法務省令で定めるというのは、

当然相当な方法を定めることが予定はされているかと思いますけれども、さらに確認的に文

言を補充した方がよろしいのではないかと、そういう御趣旨に理解してよろしいでしょうか。 

○山田委員 はい。確認的なものにすぎないのは、おっしゃるとおりです。 

○垣内座長 分かりました。御意見として承りましたので、また検討の際に参考にしていただ

ければと思います。 

  そのほか、さらに何かございますでしょうか。 

  上田委員、お願いいたします。 

○上田委員 ありがとうございます。 

  私からは、４ページの第２の点の説明のところで、「本検討会では」からの段落にありま

す②の動画等の口頭説明に相当するような機械的手段について、細かい点の確認で恐縮です

が、御質問差し上げたいと思います。 

  ここで、動画ファイルというか動画は、１４条における説明の手段に含まれているかと思

うのですけれども、他方で、同条の書面の交付又は電磁的記録の提供の電磁的記録の中に、

動画ファイルとしてその記録を提供するということも、論理的にはあり得るという理解でよ

ろしいでしょうかという質問でございます。よろしくお願いいたします。 

○垣内座長 では、事務局からお願いします。 

○豊澤部付 おっしゃるとおり、動画をウェブサイト上で公表しているだけでは、電磁的記録

の提供と言えるのかというところには疑義があるのではないかと考えておりますが、例えば、

メールで動画ファイルを送付する、あるいは動画ファイルをダウンロードしてもらうという
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ことであれば、電磁的記録の提供として当然認められるのだろうと考えているところでござ

います。 

○垣内座長 ということですけれども、よろしいでしょうか。 

○上田委員 はい、ありがとうございます。 

○垣内座長 その理解で特に問題ないということでいいですかね。はい、ありがとうございま

す。 

  それでは、さらに御発言があればお願いしたいと思いますけれども。４点ありまして、今、

第１の点と第２の点について御発言を頂いたところですが、その他の点も含めまして。 

  山田委員、挙手されておられますか。 

○山田委員 すみません、下げ忘れました。失礼しました。 

○垣内座長 これで、もう一回挙がった状態になっていますけれども、これはあれですね。は

い、分かりました。 

  ほかにはよろしいでしょうか。 

  上田委員、お願いいたします。 

○上田委員 度々申し訳ありません、上田でございます。 

  では、第３点目につきまして、７ページの枠囲いの（１７）に追記されました「なお」以

下について、これも確認ですけれども、質問させていただきたいと思います。 

  この、「なお、上記の知識及び能力には、その業務の内容に応じた情報セキュリティ対策

を講ずる上で必要となるものも含まれる。」ということで、既にその前の御提案の６条の１

０号、１１号、１４号関連のガイドラインへの記載の追加によって、既にある程度具体的な

紛争解決事業者の知識及び能力というのは特定されていると思われるのですけれども、また、

９ページの（４）でも、（１７）の記載は注意的な記載という御提案の説明がなされており

ます。 

  そこで確認させていただきたいのは、この文言の追加によって、紛争解決事業者自身が情

報セキュリティ対策やＩＴについての知識や能力を有することを、必ずしも要求するもので

はなくて、例えば、外部委託によってＯＤＲシステムの提供を受けるなどの際には、委託先

との関係で適切に情報セキュリティ対策についての定めや体制を整えることができるという

知識や能力も幅広く含むと、そういう理解をしてよろしいでしょうかという質問です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。この点は、では、事務局からお願いします。 

○豊澤部付 正に上田委員のおっしゃるとおりでございまして、今回の６条柱書のガイドライ

ンで追加した部分は、いわゆる注意的な記載として記載するものでございまして、その中に

は、第三者の情報セキュリティ業者に委託する際に、委託先との関係で適切に情報セキュリ

ティ体制を整えるというところも含まれているところでございます。 

○垣内座長 というお答えですけれども、上田委員、よろしいでしょうか。 

○上田委員 はい、ありがとうございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  では、続きまして、川口委員、お願いいたします。 

○川口委員 ありがとうございます、川口でございます。 

  いずれの点につきましても、規律やガイドラインの見直しの方向性につきましては、異論
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はございません。 

  １点だけ、表現に関連して御提案申し上げたいと思います。 

  先ほどの上田委員の１回目の御意見に関連してですが、第２のところの提案の理由の内容

につきまして、今後ガイドラインの解説であったり、一般向けの解説などを予定されている

というのであれば、５ページ目の最後から２番目のパラグラフにある電磁的記録という表現

につきまして、法１４条に基づいて交付されるべき電磁的記録と、説明用の電磁的記録のど

ちらを指しているのか、さらに明確な表現にすると、ＡＤＲ促進法に不慣れな人にとっても、

より読みやすい内容になるのではないかなと思います。 

  以上でございます。 

○垣内座長 ありがとうございます。電磁的記録という言葉がどういう位置付けで使われてい

るのかということについて、読んで分かりやすいような形にしたらよいのではないかという

御示唆を頂いたかと思います。どうもありがとうございます。 

  それでは、ほかにいかがでしょうか。 

  おおむねこの資料１についての御意見等は頂けたと考えてよろしいでしょうか。 

  それでは、御発言は特に、さらにはということはないということのようですので、こちら

のＡＤＲ法の規律等の見直しに関する取りまとめにつきましての議論は、ここまでというこ

とにさせていただきたいと思います。 

  こちらにつきましては、本日頂いた御意見、御示唆も踏まえまして、事務局で所要の作業

を行ってもらうということになるかと思います。 

  その上で、恐縮ですけれども、最終的な内容、文言につきましては、座長に御一任を頂け

ればと考えておりますけれども、そのようなことでよろしいでしょうか。 

  どうもありがとうございました。それでは、そのような形で進めさせていただきます。ど

うもありがとうございます。 

  そうしましたら、議事次第の次のところ、３に進ませていただきまして、ＯＤＲの推進に

関する基本方針（素案）について、御検討をお願いしたいと思います。 

  まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○渡邊参事官 それでは、資料２を御覧ください。 

  資料２は、前回までの御議論を踏まえまして、ＯＤＲの推進に関する基本方針の取りまと

めに向けて、事務局で作成した基本方針の素案となります。 

  ２ページの目次を御覧ください。 

  本資料は、ⅠのＯＤＲに関する基本認識と、ⅡのＯＤＲの推進目標と推進策等とで構成さ

れております。２ページから４ページにかけては、ＯＤＲに関する基本認識として、ＯＤＲ

の意義や現状、ＯＤＲ推進に向けた基本的考え方について記載しております。４ページ以降

におきましては、ＯＤＲの推進目標と推進策等として、推進のための短期目標と中期目標と

を定めた上で、それぞれの目標を実現するために考えられる具体的な施策を記載しておりま

す。これらの取組に限らず、目標の実現に向けて、関係者を挙げて取り組むべきことについ

て、幅広い観点から更に御意見を頂ければ幸いでございます。 

  事務局からは以上でございます。 

○垣内座長 どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明を踏まえまして、御質問あるいは御意見のある方がおられまし
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たら、御発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

  上田委員、お願いいたします。 

○上田委員 何度も申し訳ありません、ありがとうございます。 

  このアクションプランの全体については、特に異議はございません。若干気付いた点とし

て、３ページのＯＤＲの意義につきまして、１３行目以下の文章について、思ったところを

申し述べます。 

  ＯＤＲのインパクトは、以前のＯＤＲ活性化検討会でも検討フェーズ、相談フェーズ、交

渉フェーズからＡＤＲフェーズ、さらに民事訴訟フェーズと、幅広い段階に影響を及ぼすと

いうことが議論されていたかと思います。この検討会では、基本的にはこのＡＤＲフェーズ

を中心に議論されたかと存じますけれども、その幅広なインパクトについて、どこかに御言

及があればと感じました。さらに、この検討会の前半で、執行力付与についても議論があり

ましたので、執行であるとか、広い意味での権利実現のフェーズについての言及も、必要に

応じてあり得るのかなと感じました。 

  逆の、検討フェーズのさらに前の段階として、これは中期以降の議論になるのかもしれま

せんが、近年、ＯＤＲに関連して、個別紛争の発生以前の紛争予防の視点が議論されること

もあると思いますので、これも必要があれば、その点についても言及があり得るかと感じま

した。 

  ちょっと抽象的な意見ですけれども、以上です。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。３ページのＯＤＲの持つ意義について、さらに記

述を充実させてはどうかという御示唆を頂いたかと思います。 

  それでは、川口委員、挙手いただいていますでしょうか。 

○川口委員 川口でございます。 

  すみません、５ページのところですが、推進策の二つ目のポツ、企業の苦情担当者、相談

員等のＯＤＲに対する理解の増進のところにつきまして、気になった点を述べさせていただ

きます。 

  考えられる事業者として、ｅコマースやデジタル・プラットフォーム事業者が挙げられて

おります。両者は確かにＯＤＲとの親和性が強くて、連携の効果は期待できると存じます。

一方で、ＯＤＲの対象となる紛争は、この２者であったり、インターネットに関連したトラ

ブルに限ったものではありませんので、企業との連携については、この２者に限ったものと

いった限定的なイメージにならないような表現にすると、趣旨がより適切に反映されるので

はないかと感じました。 

  あともう一点ですが、同じページの３２行目のところですね。検索エンジンの検索結果に

関する取組も、非常に有用だと存じます。原案で記載していただいている個々のＯＤＲ機関

に直接結び付くＳＥＯ対策に加えて、法務省のＡＤＲのポータルサイトである「かいけつサ

ポート」などの総合的なＡＤＲの案内についてのＳＥＯ対策も検討されると、効果が高いの

ではと感じております。と申しますのは、何らかのトラブルに巻き込まれた際に、ネットで

検索して解決方法を調べるという方が多いかと存じます。相談機関からＡＤＲの利用につい

てアドバイスを得ることもあるかと思います。いずれにせよ、ＡＤＲとかＯＤＲとか紛争外

での解決と言ったキーワードのみを手掛かりに検索する方も、少なくないかと思います。こ

のような場合に、ＡＤＲの総合的なポータルサイトを案内できますと、最適なＡＤＲ機関に



-10- 

効率的にたどり着ける可能性が飛躍的に高まると思いますし、また、個々のＡＤＲ機関やＯ

ＤＲ機関のＳＥＯ対策は負担が大きいですが、「かいけつサポート」のような行政機関のサ

イトであれば、検索エンジン事業者の理解や協力も得やすく、効果が期待できるのではない

かと思っております。 

  以上でございます。 

○垣内座長 どうもありがとうございました。５ページから６ページにかけての記述について、

２点御示唆を頂いたということかと思います。 

渡邊委員、お願いいたします。 

○渡邊委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

  今、上田委員と川口委員がおっしゃられたところと近いのですが、まず、２ページ目のＯ

ＤＲの意義、最初の文章ですね、「デジタル技術を活用して」のところですが、調停等の紛

争解決手続をオンライン上で実施するＯＤＲという定義につきまして、本検討会の射程とい

う意味では妥当だとは思うのですが、先ほど上田先生もおっしゃられたように、活性化検討

会の方では、検討フェーズ、相談フェーズ、交渉フェーズも含めて、広義のＡＤＲとして、

そこにもＯＤＲの可能性があるという記載がございますので、広くＯＤＲを捉えていただけ

るような注意書きというものも必要かなと思っております。 

  それと併せて、先ほどの上田委員の御指摘のありました３ページ目の１３行目のところ、

「ＯＤＲは」から始まるところの文章にも、「調停（ＯＤＲ）」というような書き方がされ

ておりますので、例えば、ここをＯＤＲではなく、ｅメディエーションであったりとかバー

チャルＡＤＲですとか、もう少し別の、より具体的にイメージがしやすいような表現になっ

ているとよいのではないかなと思ったのが、Ⅰのところに関する意見でございます。 

  続きまして、５ページ目のⅡの推進策については、先ほど川口委員から御指摘があったと

ころと非常に近い意見にはなってしまうのですが、やはりＯＤＲの意義というのは、広く見

ると司法アクセス、正義へのアクセスの拡大という点もございますので、それについて、よ

り広く民間の企業の方にも、このＯＤＲの推進に御参加いただけるような記述になっている

と、よいのではないかなと思っております。 

  あわせて、こちらも、次の６ページ目の４行目のところに、例えば、「既存のＯＤＲ（Ａ

ＤＲ）検索サイトを改善・統合」とありますが、これに合わせて、法的情報に関するポータ

ルサイトですね、こことの連携みたいなものも示されるとよいのではないかなと思っており

ます。 

  後半についても幾つか述べさせていただきたいところがあるのですが、長くなってしまい

ますので、まずはここまでとさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。ＯＤＲという用語の意義、どういう形で伝えるの

がよいのかというような観点から、幾つか御示唆を頂いて、先ほど上田委員からも御発言い

ただいたところ等とも重なるところかと思います。 

  続きまして、斉藤委員、お願いできますでしょうか。 

○斉藤委員 斉藤です。 

  まず、確認から始めますが、これは法務省の方針ということで、この推進検討会の取りま

とめではないですね。法務省の考え方を打ち出しているものという捉え方でいいのでしょう
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か。それが第１点です。 

  それから、法務省の方針として、これは誰に向けてのメッセージなのか、ＡＤＲ関係者に

とっては、非常によく分かりやすい話ですけれども、一体誰に向けてのメッセージなのか、

そこをちょっと聞かせていただきたいというのが質問です。 

  以上です。 

○垣内座長 では、御質問ですので、事務局からお願いいたします。 

○豊澤部付 ＯＤＲ推進の基本方針自体は、法務省として策定することを考えております。そ

のため、１ページ目の表紙のところは、「２０２２年３月法務省」と記載をさせていただい

ているところでございます。ただ、その内容については、ＯＤＲ推進検討会で御議論いただ

くのがふさわしいだろうということで、法務省が策定する基本方針について、どのようなも

のがふさわしいかについて、ＯＤＲ推進検討会で御議論いただき、御提言いただければと考

えているところです。 

  それから、もう一点の質問が、この基本方針の名宛人についてですが、ＡＤＲ関係者に限

らず、特段の対象の限定というものは掛けていないものと理解をしています。 

○垣内座長 ということですけれども、斉藤委員、いかがでしょうか。 

○斉藤委員 ２点目ですが、やはり、特に誰に対してこれを訴え掛けたいのかというのは、と

ても大事な点だと思うのですが、かなり漠然としたイメージで、ちょっとどうなのかなと思

うのですが、そこの説明がもう少しあるといいのですが、どうでしょうか。 

○垣内座長 さらに敷衍いただけることがあればということですけれども、何か。 

○渡邊参事官 斉藤委員の問題意識をもう少しクリアにしていただけるとお答えしやすいかと

思いました。事務局としましては、ＡＤＲ法を所管している立場として、ＡＤＲの利用の促

進を図っていくという観点から、ＯＤＲをどのように位置付け、どのような施策を講じ、進

めていくのかということを、国民の皆様に宛ててメッセージとして訴え掛けていく、法務省

のアクションプランを国民に公表して、予測可能性の高い施策の実施を目指していく、この

ようなことを考えています。そういう観点から申しますと、今後策定される基本方針は、第

一次的には国民に宛てたものとなりますし、もう少し絞り込めばＡＤＲの利用をお考えの

方々に宛てたものともいえますし、それから、施策の実施には関係者との協働が不可欠とい

う意味では、ＡＤＲ事業者の方々、それから広く関係者の方々、そういった方々に対する呼

び掛けのメッセージでもあるのかなと思っています。 

  斉藤委員の問題意識というのは、そういった、誰に向けてのメッセージかという観点から

見たときに、表現ぶりとして分かりにくいのではないか、あるいは、訴求していくべき相手

に応じて、書きぶりを変えていくべきではないか、そういった趣旨の御質問なのかと受け止

めましたが、そのような理解でよろしかったのかどうか、もう少し御教示、御示唆いただけ

ると、お答えしやすいかなと思います。 

○垣内座長 ということですけれども、斉藤委員からさらに何か。 

○斉藤委員 御説明ありがとうございます。 

  おっしゃっていただいたとおりで、国民一般とか、あるいは、より絞ってＡＤＲの利用者

と考えた場合でも、書きぶりとして、ちょっと高度に専門的過ぎている感じがします。この

部分はもちろん必要ですし、専門的な部分はそれはそれでとても大事な部分であり、このＯ

ＤＲ推進検討会で協議して積み重ねてきたものが基本方針に織り込まれていることはよく分
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かります。ただ、より国民一般にこのメッセージを伝えたいというのであれば、もうちょっ

と別建てで、基本方針の文章の全部を変えるのは無理な話だとは思いますが、せめて「はじ

めに」の部分だけでも、誰が読んでも、自分に向けられているメッセージだなと読み取れる

ような分かりやすさの文章を、書いていただけるといいと思いました。 

  以上です。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。この文書の性質については、先ほど事務局から説

明いただいたところですけれども、書面で申しますと、２ページ目のはじめにというところ

で、これはゴシックでしょうか、太字で書かれているところが基本的なところかと理解でき

るかと思います。閣議決定の中で、このＯＤＲを身近なものとするための基本方針を今年度

中に策定するということが定められており、法務省として、これに応えるものとして、この

文書を取りまとめるということで、法務省として、ＯＤＲを身近なものとするために、具体

的にどのような施策を講じていく考えなのかということを、これによって対外的に公表する

と、そういう性質の文書ということになるかと思います。 

  今、斉藤委員から御指摘があった、国民一般に対して分かりやすい形で、ＯＤＲの意義で

あるとか、ＯＤＲ促進の持つ価値というものを訴え掛けていくということに関連する点とし

ては、推進策の具体的な内容の１つとして、例えば、５ページで、２、推進策の①というと

ころで、国民の日常へのＯＤＲの浸透というところで、広報に関するような事柄も施策の内

容として記載がされているということですので、今、御示唆いただいた点は、この文章その

ものも問題であるとともに、この文章の記載内容であるところの具体的施策の内容について

の御示唆も頂いたということかと思いますけれども、いずれにしても、いたずらに分かりに

くいということでは望ましくないだろうということがありますので、広い範囲の方々に分か

りやすいような形で、全体に表現がされるということについては、これは特に御異論のない

ところではないかなと伺っておりました。   

  それでは、続きまして、小澤委員、お願いいたします。 

○小澤委員 ありがとうございます。 

  資料２のⅠの３のＯＤＲ推進に向けた基本的考え方、４ページの２５行目辺りですけれど

も、司法型・行政型ＯＤＲにおいても歩調を合わせるという旨の言及がございますが、ＯＤ

Ｒの推進策としては、飽くまで民間型のＯＤＲの推進を主とするという方向性という理解で

よろしいでしょうかという点が１点です。 

  もう一点、これはⅡの２の①の推進策、国民の日常へのＯＤＲの浸透、５ページ３２行目、

これは、川口委員などからも御指摘あったことと少し重複するのですが、検索エンジンから

ＯＤＲを利用するための基本情報に容易にたどり着けるよう、既存のＯＤＲ、ＡＤＲ検索サ

イトを改善・統合するとありますけれども、これは、グーグルなどの検索情報での対策では

なく、例えば、解決サポートなどのサイトを改善するという意味ということで理解をしまし

たが、それでよろしいかということ。 

  そして、そうした改善などを行うことによって、ＯＤＲの対象紛争の当事者が入力するで

あろう検索クエリによる検索の結果、当該ＯＤＲサイトが上位表示される、そういう結果に

結び付くことを想定していると理解しましたが、そういうことでよろしいのかということ。 

  そして、最後ですが、リスティング広告など、その他の工夫などは検討する必要がないで

しょうかという質問です。 
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  以上です。 

○垣内座長 御質問を４点ほど頂いたということですので、事務局からお願いいたします。 

○豊澤部付 一つ目の質問でございますが、このＯＤＲ推進検討会自体がターゲットとして民

間ＯＤＲの推進ということに絞って検討を進めていたところでございますので、もちろん司

法型や行政型のＡＤＲにおいても、ＯＤＲが進むことは望ましいことだと思いますが、この

検討会の取りまとめといたしましては、民間ＯＤＲの推進を中心に記載をさせていただいて

いるということでございます。 

  二つ目の御質問が解決サポートのサイトを改善するという意味かとのことでしたが、おっ

しゃるとおりです。解決サポートの現状のサイトについても、改善の余地はあるのだろうと

考えていて、ＡＤＲ検索サイトを改善するという中には、解決サポートの改善も含まれてい

るというところでございます。 

  三つ目と四つ目の質問をまとめてですけれども、解決サポートのホームページが、要は、

グーグルとかで、検索の中で上位に当てはまるように、リスティング広告のようなものをし

ていくのかというところでございますけれども、実は、現状もＡＤＲ係においては、限られ

た予算の範囲内ではありますが、一定期間に限ってリスティング広告など行っているところ

ではございます。ただ、限られた予算の中で、一定の期間しかやっていないというのが現状

でございまして、もっと力を入れていくということも一つの選択肢としては考えられること

だろうなとは考えているところでございます。 

○垣内座長 御質問についてのお答えは、今頂いたところですけれども、よろしいでしょうか。 

○小澤委員 ありがとうございました、結構でございます。 

○垣内座長 念のためですけれども、１点目の関係では、これは検討会の取りまとめではない

ので、法務省の施策の対象として、民間のＯＤＲを主として想定しているのだと、そういう

趣旨ですかね。 

○豊澤部付 そうです、おっしゃるとおりでございます。 

○垣内座長 分かりました、ありがとうございます。 

  それでは、出井委員、お願いいたします。 

○出井委員 出井です。 

  前回、私の方から、このＯＤＲ推進検討会というか、このＯＤＲの推進に関する基本方針

の射程を確認して、今日も、上田委員、渡邊委員から既にコメントいただいたところではご

ざいますが、やはり全体を読んでいて、ここで言っているＯＤＲというのが何を指している

のかというのが、そこがやはり少し引っ掛かるところです。 

  当検討会は、そもそも射程として、ＡＤＲ法にいうＡＤＲだけを、ＡＤＲのオンライン化

だけを射程にしていたのかどうかというところにも関わるのですが、少なくとも社会実態と

いいますか、諸外国の実態としては、第三者である手続実施者が入る段階だけには限られて

いないと思いますし、その前の段階とつながっているところが、やはり重要だということだ

と思うので、先ほど二人の委員から御指摘のあった点は、ちょっと書き方はさらに工夫を頂

ければと思います。 

   

  ＯＤＲの射程をどこまで捉えるのかというところを、さらに御検討いただければと思いま

す。 



-14- 

  例えば、３ページのＯＤＲの現状と書いてあって、ＯＤＲの社会実装の状況ということが

ありますが、ここで言っているＯＤＲというのは、もっと広い意味でのＯＤＲだと思います

し、少なくとも紛争当事者が２当事者いて、その２当事者が、例えば、プラットフォーム上

で交渉を行う、ここは、まだ手続実施者、第三者は入らないわけですけれども、そういうも

のは、正面から対象として捉えて推進していくということが大事ではないかと思います。 

  その前の相談とか検討フェーズ、こことのつながりも大事ですが、これらはこれらでまた

別の大きな問題があるので、そこまでは難しいかもしれませんが、少なくともＯＤＲ活性化

検討会で言われていた交渉フェーズですね、そこぐらいまでは、正面から対象として捉える

べきではないかと思います。 

  確認ですけれども、ＡＤＲ法のＡＤＲというのは、第三者である手続実施者が入るという

ことが前提になっていると思いますので、交渉フェーズはＡＤＲ法上のＡＤＲすなわち和解

仲介には入らないという理解でよいでしょうか。ということは、交渉フェーズの手続には、

ＡＤＲ法の認証は取れないという理解だと思いますが、確認を頂きたいと思います。 

  この基本方針の素案全体を読んで、そこが一番気になるところかなと思います。 

  取りあえず以上です。あと、細かな点幾つかありますけれども、後ほど時間があればとい

うことにしたいと思います。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。 

  先ほど来、ＯＤＲの意義、これは、資料で申しますと２ページから３ページにかけて、

「ＯＤＲの意義」という項目が立てられているわけですけれども、そもそもどういう意味内

容の言葉としてＯＤＲという言葉を使うのかということが、文脈によっても異なっている、

この資料内在的にも異なっているのではないかという御指摘もあったと思いますし、また、

それを、ＡＤＲフェーズのみを捉えるものとして使うということであると、やや射程を限定

し過ぎなのではないかという御指摘もあって、正にＯＤＲの特質というところが、交渉フェ

ーズ、あるいはそれ以前の相談フェーズ等も含めたワンストップ化というところにメリット

があるということも言われているところですので、もう少し視野を広く捉えるということが

必要ではないかという御指摘も頂いたところかと思います。 

  この辺りについては、この文書におけるＯＤＲをどういう意味で使うのかということにつ

いての説明の補充であるとか、あるいは、そういった狭い意味でのＡＤＲに限らない広がり

について、意識した記述といったことについて、さらに御検討を頂けるということになりま

すでしょうか。 

○豊澤部付 内部で検討したいと思います。 

○出井委員 座長、そこは御検討いただければいいと思いますので。 

  １点だけ確認ですけれども、この基本方針は、今の点とも若干関連するのですが、認証Ａ

ＤＲについてだけを対象にしたものではないという理解でよろしいですね。 

○垣内座長 認証ＡＤＲだけを対象とするということの意味にもよるかもしれませんけれども、

事務局から何かありますでしょうか。 

○出井委員 推進の対象という意味です。 

○豊澤部付 民間のＯＤＲを対象として考えていますので、必ずしも認証ＡＤＲ機関に限られ

るものではないと考えているところでございます。 

○出井委員 分かりました。 
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○垣内座長 認証ＡＤＲだけを推進するということではないということですかね。ありがとう

ございます。 

  山田委員、お願いいたします。 

○山田委員 すみません、ありがとうございます。 

  大きなところでは２点でございましたが、１点目は、今、正に出井委員からも御指摘のあ

った情報提供と、それから相談という、交渉の前の段階について包含的に考えるということ

と、それから、その相談と情報提供というのは、情報の内容として、具体的なものであるか、

あるいは助言を含むかどうかという点で、かなり質的にも異なってくるところですので、例

えば、法テラスが相談機関なのか、情報提供機関なのかといった辺りにも影響してくると思

いますけれども、両者を意識しながら、議論の中に含めていっていただければということが

１点でございます。 

  それと若干関連するところとして、例えば、６ページで相談からＯＤＲへの動線の確保と

いうところがありますけれども、これも従来議論されてきたように、相談からＯＤＲ機関へ

の情報連携というのは、この連携だけではなくて、むしろ情報を切り分けて、連携させない

ところが必要になってくるという議論もあるところですので、そこも併せて御検討を頂ける

と有り難いかなということが１点です。 

  それから、第２点ですけれども、先ほども少し御議論があったかと思いますが、４ページ

の３のＯＤＲ推進に向けた基本的考え方というところで、民間型ＡＤＲとそれから司法、行

政型ＯＤＲとの関係というところです。ここでは、まず、民間ＯＤＲが世界最先端のＯＤＲ

を提供して、一生懸命情報システムを開発し、サービスを提供して、ディベロップすると。

その上で、その司法とか行政型がそれに合わせていくというお話になっていて、この検討会

の射程からして、こういう書きぶりになるということも理解はできました。しかしそうであ

れば、紛争解決のための不可欠のインフラについて実質的には民間ＯＤＲの方が先行的に頑

張るということであれば、それは、一種の公共財としての役割を果たすとも見えるところで

あります。そのように考えると、民間ＯＤＲについての支援について、７ページの③という

辺りになりますけれども、この辺りはもう少し強化をしてもよいように思われます。 

  強化の仕方は色々あり、細かいことは後で機会があればまた申し上げたいと思いますけれ

ども、例えば今、必ずしも項目に挙がっていないところですと、最初の丸の最初のポツのと

ころですが、必要な技術・デザイン関連情報の提供というところがございます。ＯＤＲを始

めるに当たっては、どうしてもインフラとしてのシステムですとか、あるいはデータ管理の

仕組みといったものが必要となり、ここで書かれているように一定の情報管理とかセキュリ

ティが必要になる。この辺りのインフラ（基盤）整備について、もう少し公的な援助が考え

られるのではないかということを、一つ追加的に御検討いただければと存じます。 

  細かいことまだもう少しあるのですけれども、差し当たって２点申し上げます。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。民間型と司法型・行政型との関係についての御指

摘と、民間型が先行することを支援するに当たって、さらに考えるべきことがあるのではな

いかという御指摘を、頂いたところかと思います。 

  佐成委員、お願いいたします。 

○佐成委員 ４ページのところのＯＤＲ推進に向けた基本的な考え方の最初の丸と次と丸で、

「我が国が世界の潮流から立ち遅れている状況を解消し、国民が世界最先端のＯＤＲを身近
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で利便性の高いツールとして利用できる社会を実現していく」と。次のところにも、「世界

最先端のＯＤＲを提供し」と、基本的な考え方が書いてあるわけですけれども、その後の推

進策を拝見しますと、どちらかというと、やや先送りされているような印象を受けます。特

にそれがはっきりしているのが、これは、短期的な政策や目標の中にではなくて、中期目標

の中に、８ページのところに、「世界トップレベルのＯＤＲが提供される環境の整備」とい

うことで、しかもまずは実証実験をするだとか、あるいは何か研究みたいなことをやりまし

ょうという格好になっているからです。けれども、私は、そういうスピード感で本当にいい

のかなというのが、ちょっと疑問に感じております。何をイメージしているかというと、先

ほど渡邊先生が冒頭にプレゼンされたところで、ちょっと申し上げたかと思うのですけれど

も、ＯＤＲのオンラインという特性から考えると、海外の運営事業者が直接サービスを提供

するということも、理屈上は可能なわけですね。ですから、最先端のものを直接日本の国内

で、弁護士法の規制とか、そういったものがあり得るかもしれませんけれども、それを乗り

越えて、国内に直接的にそういった最先端のサービスが提供されるような環境整備というの

も、やはり考えていく必要があるのではないかと思います。 

  私が具体的にイメージとして持っているのは、アマゾンが日本に入ってきた時のアマゾン

エフェクトです。それは国内事業者にかなりの衝撃・危機感を与え、それが国内でもｅコマ

ースが急速に拡大していった要因になったと思います。そういうことを考えますと、ＯＤＲ

も、国内の事業者さんの頑張りだけで、果たしてそんなにスピード感を持ってやっていける

のかというのが、非常に気になります。もしこのままの形でいってしまうと、恐らくあんま

り現状と変わらず、何年たってもなかなか進まないのではないかなという危惧を感じており

ます。 

  国内はこれでもよろしいのかもしれませんけれども、海外に最先端のＯＤＲがあるのであ

れば、そういう海外の業者さんが、日本語というハードルとか、あるいは法令等のハードル

とか、そういうのを乗り越えられるような環境整備というのは、やはり必要ではないかと感

じております。例えば、ＡＩによる自然言語の処理なんていうのも日進月歩ですし、いずれ

はＡＩの活用で言語的なハードルも十分乗り越えることができるようになっていくと思いま

すので、海外からの直接的なサービス提供というのもできるのではないか、ＯＤＲならでは

の国境を越えたサービスの提供ができるのではないか、それをもっと推進できるような方向

付けが必要ではないかというのが、これを読んだ私の印象でございます。 

  以上でございます。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。大変これも貴重な御指摘を頂いたかと思いますけ

れども、オンラインであれば、外国のサービス等を日本で利用するということも、当然視野

に入れて考えるべき必要があるというのは、そのとおりではないかと思います。 

  出井委員、今、挙手をされていましたでしょうか。出井委員、では、よろしくお願いしま

す。 

○出井委員 出井です。 

  一つ、大きなところで確認ですが、私が聞き落としただけなのかもしれませんが、今の佐

成委員の御質問に関連して、この短期目標と中期目標というのが掲げられておりますが、そ

れぞれ短期と中期ってどれくらいのタイムスパンということでしたか。ちょっと、そこを聞

き落としたので、もう一度御説明いただけますでしょうか。 
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○垣内座長 では、事務局からお願いします。 

○豊澤部付 ４ページの２３行目からの段落のところを見ていただければと思います。 

  ここで読み上げますと、そこで、Ⅱにおいて、短期目標については今後一、二年、それか

ら中期目標については今後５年程度を念頭にした目標として設定した上で、具体的な推進策

としては、それぞれの目標に到達させるために今後３年間で講じていく具体策を取りまとめ

るものであるという整理をさせていただいているところでございます。 

○出井委員 、ありがとうございます。 

  そうすると、先ほど御指摘のあった実証実験は、中期の方ですから、３年から５年程度と

いうところの中に入っているわけですが、果たして実証実験がそういうタイムスパンが適当

なのか、もうちょっと前倒しでやるべきではないかという気がいたしました。これは意見で

す。 

  それから、さらに幾つか細かな点の確認があるのですが、続けてよろしいでしょうか。 

○垣内座長 お願いします。 

○出井委員 あとは細かな点です。 

  まず、４ページ、３のＯＤＲ推進に向けた基本的考え方の一つ目の丸で、２行目、司法の

デジタル化とあります。ここで言っている司法というのは、裁判所のことという意味ではな

くて、民間ＡＤＲも含めた、もっと広い意味であると、文脈上そういうふうに理解されます

が、そのような理解でよいのか。というのは、ほかのところに司法型ＡＤＲというのが出て

きて、この司法型というのは、恐らく裁判所のＡＤＲだと思うんですね。ということなので、

ここの最初の出てくる司法というのは、広い意味での司法なのかということの確認が一つで

す。 

  それから、同じページの３の三つ目の丸の２行目に、ＡＤＲ法関係規律を見直す等の制度

整備が必要であるとありますが、このＡＤＲ法関係規律を見直すというのは、正に今日の資

料１で検討したものを指しているという、そういう理解でよろしいでしょうかというのが２

点目です。 

  それから、３点目は、５ページの中期目標と書いてあるところで、５行目ですかね、身近

なデバイスが１台あれば、いつでもどこでも誰でも紛争を解決できる社会というのがござい

ます。これは中期目標ですし、かつ、スローガンなので、あまり気にすることはないのだと

思いますが、意味としては、紛争を解決できるという結果というよりも、紛争解決できる機

会というのか、そういう手続にアクセスできると、そういう意味ではないかと思いますが、

必ず紛争を解決できる社会というのも、ちょっとそれもどうかという気がしますので、そこ

の確認です。 

  最後は、これも中期のところの最後で、９ページですね。司法分野におけるＡＩ技術活用

と倫理に関する課題の検討、この司法も広い意味での司法だと思いますが、ここで書いてあ

るＡＩ技術の活用に向けた倫理・規制の在り方の検討というのを、どういう場で行うという

想定で考えておられるでしょうか。 

  以上です。 

○垣内座長 ４点ほど御質問を頂いたということですので、事務局からお願いします。 

○豊澤部付 いずれも、基本的に出井先生の御指摘のとおりかと認識しております。 

  一つ目が、４ページの８行目の司法のデジタル化については、広義の司法を指すものと考
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えているところでございます。 

  それから、二つ目のＡＤＲ法関係規律については、正に今回の資料１のことを念頭に置い

た記載でございます。 

  それから、中期目標で、誰でも紛争解決できるというのは、正に１００％解決までいくと

いうのは、それは実現困難かと思いますので、紛争を解決する、日本語的に正しく言うのは、

紛争解決の機会を得られるというような、そういうような意味で書いているところでござい

まして、１００％和解しなきゃいけないとか、そういうことまで含意した意図ではございま

せん。 

  それから、最後が９ページのＡＩ活用、ここにおける司法分野も、広義の司法分野という

ところでございまして、またＡＩ活用の倫理の場の問いについては、今後の検討課題という

ことになろうかと考えております。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

○出井委員 ありがとうございます。 

  ２番目のＡＤＲ関係規律を見直す、今回の、当面はこの資料１の程度の見直しということ

ですが、将来にわたって、全くほかのは見直さないということは、多分あり得ないと思いま

すので、それはそれで余地は残しておく必要はあるかと思います。ただ、関係法規を見直す

ときには、やはり、そのルールが、よって立つ立法理由というのが、そのルールを支える理

由というのがありますので、それも踏まえた検討が必要になるということになると思います

ので、その点だけ付言させていただきます。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  そうしましたら、渡邊委員、お願いいたします。 

○渡邊委員 ありがとうございます。 

  すみません、先ほどの佐成委員のおっしゃっていました海外事業者の参入という点につい

て、一言コメントをさせていただければと思うのですが、ＡＰＥＣの方でも、ＢｔｏＢ紛争

に関しては、今後ＯＤＲプラットフォームの活用を推進して行くということで議論がなされ

ているところで、それと関係して、海外のＯＤＲのシステムを提供しているプロバイダーも、

マルチリンガルに元々プラットフォームを構築している関係で、日本語のサービス展開とい

うのも検討しているという話は聞いております。ですので、そういった意味で、先ほどおっ

しゃられたようなスピード感という点からしても、海外事業者の参入をサポートしていくと

いうのも、一つ重要な点かなと思っております。 

  あと、今後のＯＤＲ事業の参入支援については、また後で、細かなところがございますの

でコメントさせていただきますが、やはりスピード感を持ってやっていくということは、非

常に重要だと考えておりまして、日本は元々ＯＤＲに関する議論若しくは実証実験に関して

も、やはり遅れているところがありますので、それを何とかして取り戻していくようなスピ

ード感を持った対応というのができるとよいかなと思っております。 

  以上です。 

○垣内座長 ありがとうございます。 

  それでは、小澤委員、お願いいたします。 

○小澤委員 ありがとうございます。 

  Ⅱの２の③ＯＤＲ事業への参入支援、７ページ３行目以下について、意見を申し上げたい
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と思います。 

  ＯＤＲ事業への参入支援として、技術支援など、受皿となるＯＤＲの充実、認証手続の迅

速化などが挙げられております。いずれも賛成ですけれども、参入事業者に対する財政支援

に関しては、特に言及がございません。ＯＤＲの意義として、例えば、コスト面から解決を

諦めざるを得ずに潜在化していた紛争にも、法による解決の場を提供すると、３ページに整

理がなされておりますが、取り分け第三者ＯＤＲ機関の場合、事業の継続的遂行という観点

からは、ある程度の手数料を利用者に御負担いただかざるを得ない状況にあると考えており

ます。 

  また、現在のＯＤＲに関する国民の日常への浸透の度合いからすれば、手数料を主たる収

入とする運営モデルは、現実的に極めて厳しいものがあるのではないかと思っております。

そうであれば、時限的であれ、ＯＤＲへの参入支援として、国において何らかの財政支援策

が必要かと思っております。 

  以上、意見です。 

○垣内座長 ありがとうございました。 

  それでは、山田委員、お願いいたします。 

○山田委員 何度もすみません。私も、この７ページの参入支援について、若干述べさせてい

ただきます。 

  先ほど申しました、インフラ等の整備において公的な支援が必要ではないかという点に加

えまして、以下、何点か述べさせていただきます。 

  一つは、２番目のポツの手続実施者のためのトレーニング・プログラムというところであ

ります。まず、現在、ＯＤＲの基礎となるべきＡＤＲについても、トレーニング・プログラ

ムの開発等において十分な公的サポートはないという状況です。そのうえで、ＯＤＲだけを

訓練することはできず、本来はＡＤＲのプログラムが先行するべきであって、その発展形と

してＯＤＲということになりますので、そのような厚みのあるものとしてトレーニング・プ

ログラムを考えるべきではないかと考えます。それから、ここでは１行目で新たにＯＤＲへ

の参入を希望する事業者向けにとされていますけれども、新規者のみならず、今までＡＤＲ

サービスを提供していたところがオンラインで実施するところもございますので、もう少し

一般的に視野を広げていただいてもよいのかなということが１点です。 

  それから、現状ではポツにはないところで、今、小澤委員からも少し言及のあったところ

ですけれども、参入事業者がサステナブルにそのビジネスを続けていくためには、報酬がき

ちんと入るという必要があるだろうと。それから、利用者の側も、ＯＤＲの利用費用という

ものを気にせずに利用できるということが、アクセシビリティーからすると重要であると考

えますと、ＢｔｏＣであれ、ＢｔｏＢであれ、場合によってはＣｔｏＣであれ、何らか契約

関係が最初にある場合には、その紛争解決のＯＤＲ利用のコストを真剣に考える必要がある。

その場合、一つのアイデアとしては、将来のコストを保険料の形で得ておくことで、ＯＤＲ

機関・当事者ともにＯＤＲを利用しやすくするという仕組みは、可能性があるのではないか

と思われます。 

  この仕組みは、実際、一部の弁護士会と事業者及び保険会社との間で実証が始まっている

のですけれども、利用者のアクセス、手続実施者の報酬の確保、そして何より、とくにＢｔ

ｏＣであれば、Ｂの側がＯＤＲを使って紛争に適正に対応することで事業者内の問題が顕在
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化し、適切なガバナンスが行える、紛争解決も第三者が入ってきちんとできるし利用者も適

正さを感じ取ることができる、さらにそういうきちんとした事業者ですよということをアピ

ールできるという意味で、３者それぞれ良い面があるように思われます、そういった工夫や

ベストプラクティスを紹介するというのは、一つの在り方かなと思います。 

  それから、長くなりまして申し訳ありませんけれども、もう一点、このデジタル・プラッ

トフォーム事業者への働き掛けというところであります。ここは、デジタル・プラットフォ

ーム事業者が現在行っているＯＤＲ、これは、正に非常に広い意味でのＯＤＲであって、苦

情処理と、ＡＤＲの両者の間にあるようなシステムも展開されているように伺っております

けれども、非常に大量の紛争を扱っているというところですので、その在り方については、

引き続き注視し議論を続けていくということは、少し強調していただけると有り難いように

存じます。 

  すみません、もう一点ありました。最後の最後ですけれども、９ページ目の推進・フォロ

ーアップ体制のところです。これは、官民学が連携した組織体ということについては、全く

異存はないのですけれども、ＡＤＲ自体の推進においても、当時、ＡＤＲに関する省庁連絡

会議というのが開かれるという話になっていて、何回かは開かれたようですけれども、なお、

なかなか実効を上げるには至っていないというところかと思いますので、今回ＯＤＲに関し

て、省庁間の連携と継続を充実させていただくということとともに、この官民学の民におい

ては、実際のユーザーであるとか、あるいはサービス提供者であるとか、そういった方の声

というのも反映できるようにするということが、推進にとってはよろしいのかなと存じます。 

  以上です。 

○垣内座長 どうもありがとうございました。 

  さらに、御発言ありますでしょうか。 

  斉藤委員、お願いいたします。 

○斉藤委員 斉藤です。 

  今、山田委員がおっしゃった点と関連するのですが、７ページの③の１３行目の点ですね。

ここの重要性は、私も非常に感じています。新たにＯＤＲへの参入を希望する事業者のみな

らず、今行われている民間ＡＤＲについても、このトレーニング・プログラムの開発という

のは非常に重要性を帯びていると思います。というのは、幾らデジタル化されて利用がしや

すくなったとしても、あっせん人のあっせん能力が最後は決め手になるはずだと思います。

そのあっせんの力を付けていくためのプログラムは、とても重視されるべきだと思います。 

  それと同時に言えるのが、このあっせん人の能力というのは、実際に案件を、ケースを担

当して、それを解決まで導いて、解決例を獲得していくことで熟成されます。つまり、成功

体験がまた同時に必要になってくる分野だと思います。成功体験が得られるためには、やは

り申立て事件があることが大前提なり、それなりの申立件数を各ＡＤＲ機関がこなしていく、

こなせるような状況が生まれる必要があります。そういう点では、これは皆さんも御指摘さ

れていた６ページの②の最初の白丸ですね、相談から解決へのＯＤＲへの流れ、ルート、こ

こも非常に重要な点だと思います。 

今の申し上げた２点をまとめると、あっせん能力を磨いていくための施策と、成功体験が

生まれるためにＡＤＲ機関で取り扱う紛争が一定数集まる仕組みが作られることが重要だと

思います。その点を強調していただければという、そういう意見です。 
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○垣内座長 どうもありがとうございます。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  渡邊委員、お願いいたします。 

○渡邊委員 よろしくお願いします。 

  今、山田委員と斉藤委員からお話のございましたトレーニングに関するところについて発

言をさせていただければと思います。 

  ＯＤＲの国際コンソーシアムであるＩＣＯＤＲは、トレーニングコンポーネンツというこ

とで、ＯＤＲのトレーニングに関する標準のプログラムというのを、大体どのような内容を

やるとよいかということを示しているのですが、それで大体２０時間ぐらいのプログラムを

組んでいるところです。その際に、非常に重要な注意点としまして、ＯＤＲのトレーニング

の前に、ＡＤＲのトレーニングをきちんと受けるべきであるということが示されています。 

  このＡＤＲのトレーニングについて、アメリカのＪＡＭＳのトレーニングを、プログラム

を開発されている方などにお聞きをしてみたのですけれども、やはりファシリテーションが

適切にできるようになるためには、理論の部分の理解からスキル開発まで含めて、大体６０

時間ぐらいは必要じゃないかというような意見もあったところです。斉藤委員もおっしゃら

れていたように、あっせん人の能力が向上してこないと、なかなか利用する側の方たちの満

足度というのが上がってこずに、またあっせん人のもちろん成功体験もできないということ

で、そこのエコシステムをやはり作っていくということが、今後の普及の中で重要になるの

ではないかなと思っています。 

  それと、すみません、もう一つ、海外の事業者の、例えば参入支援ですとか、あとは、８

ページの②で、世界トップレベルのＯＤＲが提供される環境の整備のところにある、海外と

の連携という点を考慮すると、活性化検討会の取りまとめですとか基本方針、あと推進検討

会の取りまとめなんかもそうですが、英語での情報発信というものを今後意識していくこと

が重要ではないかなと考えております。 

  以上となります。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。 

  さらに、追加で発言はございますでしょうか。 

  既に大変多くの御意見、御指摘を頂戴しているところですけれども。 

  川口委員、お願いいたします。 

○川口委員 ありがとうございます。 

  先ほど佐成委員がおっしゃっていた、既存の海外サービスを導入しやすい環境整備という

のはスピード感をという点では、とても大切だと感じております。一方で、資料の８ページ

の１０行目以降にある実証実験であれば、官の事業としてノウハウを蓄積するので、民への

フィードバックが効果的にできるのではないかと考えます。そういった意味では、官民連携

によるＯＤＲ実証実験は、効果的ではないかと感じております。特に、財政的な問題を多く

抱えるＡＤＲ機関も少なくないと思いますので、実証実験も並行的に行う価値はあるのでは

ないでしょうか。そのフィードバックの効果は様々で、相談フェーズであったり、交渉フェ

ーズといった部分への裨益について期待ができるため、効果が高いと思います。 

  以上でございます。 

○垣内座長 どうもありがとうございます。 
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  ほかにはいかがでしょうか。おおむね御意見は頂戴できましたでしょうか。 

  事務局の方から、さらに、この点についてどうかといったようなお尋ねは、特にはござい

ませんでしょうか。 

  そうしましたら、おおむね委員の皆様の御意見を頂戴することができたかと思います。 

  そうしましたら、この点について、今日のところはこの辺りでということにさせていただ

ければと思いますけれども、事務局におかれては、今日頂いた様々な御指摘を踏まえまして、

さらに整理を重ねていただいて、次回以降、更にこのＯＤＲの推進に関する基本方針の取り

まとめに向けて御議論いただくと、そういうことになるかと思いますが、それでよろしいで

すかね。 

  分かりました。それでは、本日の御議論については、出井委員、失礼しました、お願いし

ます。 

○出井委員 最後のところの確認ですけれども、資料１については、これはパブリックコメン

トに掛けるということでしたね。それで、資料２については、今日の議論を踏まえて、さら

に次回、１１月の何日でしたっけ…… 

○垣内座長 ２６日でしたか。 

○出井委員 １１月２６日ですね。その時にまた出てくるのでしょうが、これもパブリックコ

メントに付するという理解でよろしかったでしょうか。そうすると、時期がずれるというこ

とになりますか、パブリックコメントの時期は。 

○垣内座長 その点。 

○豊澤部付 おっしゃるとおりでございまして、いわゆるＡＤＲ法の規律の見直しの点につい

ては、先行してパブリックコメントを掛けさせていただいて、基本方針については、次回の

議論も踏まえた後にパブリックコメントの手続に進むということになろうかと思います。 

○垣内座長 よろしいでしょうか。 

  それでは、そのようなことで、次回以降さらに御議論を頂ければと思います。 

  それでは、今既に出ていた話もありますけれども、事務局から今後の日程等について御説

明をお願いいたします。 

○渡邊参事官 次回の会議は、１１月２６日午前１０時から正午までを予定しております。場

所は未定ではございますが、詳細は追って事務局から御連絡を差し上げたいと思います。 

  以上です。 

○垣内座長 どうもありがとうございました。 

  それでは、少し予定より早いかと思いますけれども、本日の会議については、これで終了

とさせていただきます。 

  本日も大変御熱心に御議論いただきまして、誠にありがとうございました。次回もよろし

くお願いいたします。 

  それでは、これで終了いたします。 

－了－ 


